
近
代
日
本
鍼
灸
の
中
興
の
祖
は
、
管
鍼
術
を
考
案
し
た
杉
山
和
一
二
六
一
○
’
一
六
九
四
）
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
和
一

が
管
鍼
術
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
七
世
紀
中
頃
と
考
え
ら
れ
る
が
、
幕
府
公
認
と
言
わ
れ
る
江
戸
本
所
一
つ
目
の
「
鍼
治
学
問

所
」
が
発
足
し
た
一
六
八
二
年
以
後
全
国
に
流
布
し
、
日
本
鍼
術
の
主
流
と
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

明
治
に
な
る
と
、
新
政
府
は
近
代
西
洋
医
学
を
積
極
的
に
採
用
し
、
漢
方
医
学
を
排
除
す
る
方
針
を
た
て
、
鍼
術
に
も
同
様
の
処
遇
を
与

え
た
。
す
な
わ
ち
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
、
『
太
政
官
布
告
」
に
よ
り
鍼
治
学
問
所
を
廃
し
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
七
月
発
布
の

「
医
制
』
第
五
三
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
鍼
治
、
灸
治
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ハ
、
内
外
科
医
ノ
差
図
ヲ
受
ル
ニ
ァ
ラ
サ
レ
ハ
、
施
術
ス
ヘ
カ
ラ

ス
」
と
、
抑
制
政
策
を
採
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
具
体
的
な
制
度
の
な
い
ま
ま
、
明
治
政
府
は
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
二
月
に
『
鍼

術
、
灸
術
差
許
方
」
と
い
う
通
達
を
内
務
省
か
ら
出
し
、
そ
の
許
可
、
取
締
り
を
各
府
県
に
委
ね
た
。

一
方
、
明
治
二
年
二
八
七
八
）
八
月
よ
り
京
都
盲
唖
院
に
お
い
て
、
ま
た
同
一
三
年
（
一
八
八
○
）
二
月
よ
り
東
京
楽
善
会
訓
盲
院
（
明

治
一
七
年
「
訓
盲
唖
院
」
と
改
称
）
に
お
い
て
、
近
代
的
な
盲
教
育
が
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
職
業
教
育
と
し
て
、
初
め
は
封
筒
張
り
な
ど
が
行
わ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
生
徒
や
保
護
者
の
社
会
的
要
求
も
あ
っ
て
、
盲
人
の
職
業
自
立
に
は
伝
統
的
な
按
摩
術
、
鍼
術
が
最
適
と
い
う
こ
と

近
代
日
本
鍼
術
の
拠
り
所

は
じ
め
に

濱
田

無
悪
罵
權
謹
一
蠅
嗜
篶
一
平
成
六
年
三
月
二
日
受
付

､一

拝
●

長
尾
榮
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東
京
に
設
立
さ
れ
た
楽
善
会
訓
盲
院
で
は
、
明
治
一
四
年
二
八
八
二
二
月
一
日
か
ら
按
摩
導
引
術
、
鍼
術
の
教
育
を
開
始
し
た
が
、

明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
二
月
二
一
日
官
立
に
移
管
さ
れ
、
文
部
省
直
轄
学
校
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
文
部
省
は
「
鍼
治
は
古
来
殆
ど
盲

（
２
）

人
の
専
業
に
属
し
た
れ
ど
も
医
術
日
進
の
今
日
従
来
の
課
業
書
に
よ
り
て
教
授
す
る
は
甚
だ
迂
閻
の
嫌
い
な
き
に
あ
ら
ざ
る
を
も
っ
て
」
と

い
う
理
由
で
教
育
課
程
の
中
か
ら
鍼
術
を
は
ず
し
、
按
摩
術
の
み
と
し
た
。

明
治
一
九
年
二
八
八
六
）
よ
り
主
幹
（
校
長
）
に
任
命
さ
れ
た
東
京
帝
国
大
学
理
科
大
学
（
現
東
京
大
学
理
工
学
部
）
教
授
兼
教
頭
矢
田

部
良
吉
（
一
八
三
九
’
一
八
九
九
）
は
、
「
鍼
治
の
効
害
並
に
之
を
盲
人
の
手
術
と
し
て
危
険
の
恐
な
き
や
否
や
」
と
い
う
疑
問
を
も
ち
、
東
京

（
３
）

帝
国
大
学
医
科
大
学
長
三
宅
秀
に
調
査
を
依
頼
し
た
。
三
宅
は
同
大
学
外
科
助
教
授
片
山
芳
林
に
調
査
を
命
じ
、
そ
の
回
答
は
『
鍼

治
採
用
意
見
害
』
と
し
て
明
治
二
○
年
（
一
八
八
七
）
七
月
に
矢
田
部
に
渡
さ
れ
た
。
こ
の
内
容
を
根
拠
と
し
て
鍼
術
が
訓
盲
院
の
教
育
課
程

（
４
）

に
復
活
し
た
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

針
治
採
用
意
見
課

「
訓
盲
唖
院
二
於
イ
テ
盲
人
ヲ
シ
テ
針
治
ヲ
學
バ
シ
ム
ル
ノ
利
害
得
失
二
就
テ
ハ
小
官
甚
ダ
確
答
ス
ル
ニ
苦
慮
ス
然
し
ド
モ
小
官
ガ
曾
テ

元
東
京
大
学
の
命
二
因
り
叩
力
取
調
べ
ク
ル
所
ア
ル
ヲ
以
テ
今
左
二
小
官
ガ
意
見
ヲ
開
陳
セ
ン
ト
欲
ス

抑
モ
針
治
ハ
古
ョ
リ
醤
療
ノ
ー
法
タ
ル
ヲ
以
テ
先
ヅ
意
ヲ
其
効
用
如
何
一
一
注
ギ
テ
而
後
其
利
害
得
失
ヲ
硯
ル
可
キ
ナ
リ
、
故
二
針
治
ノ
効
用

二
就
テ
之
ヲ
観
ル
’
一
和
漢
ヲ
問
ハ
ズ
古
ョ
リ
其
書
二
乏
シ
カ
ラ
ズ
殊
一
一
本
邦
二
於
テ
ハ
杉
山
及
石
坂
ノ
著
述
ノ
如
キ
近
世
最
モ
著
明
ナ
ル
モ

ノ
ト
爲
ス
然
し
ド
モ
其
説
ク
所
素
ョ
リ
漢
書
ノ
流
派
二
根
拠
シ
未
ダ
之
ヲ
解
剖
二
尋
ネ
ズ
生
理
二
正
サ
ズ
又
之
ヲ
病
理
二
探
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ

一
勺
１
Ｊ
』

に
な
り
、
翌
年
、
そ
の
教
育
課
程
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

二
、
楽
善
会
訓
盲
院
と
東
京
帝
国
大
学
と
の
関
係
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牽
強
附
會
ノ
言
タ
ル
ヲ
免
カ
ル
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
其
説
既
二
信
ズ
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
コ
ト
此
ノ
如
シ
故
二
今
之
ヲ
學
理
一
一
徴
シ
其
効
用
如
何
ヲ

窮
ム
ル
ノ
必
要
ナ
ル
ハ
言
ヲ
俟
タ
ザ
レ
ド
モ
實
二
是
レ
書
學
上
ノ
難
問
ニ
シ
テ
未
グ
ー
朝
二
之
ヲ
判
決
ス
ル
能
ハ
ズ
小
官
ガ
確
答
ス
ル
能
ハ

ズ
ト
為
ス
ハ
蓋
シ
此
二
在
ル
ナ
リ
然
ラ
バ
則
今
盲
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
學
バ
シ
ム
可
カ
ラ
ザ
ル
乎
否
ナ
小
官
ノ
目
撃
ス
ル
所
二
拠
レ
バ
針
治
モ
亦

一
定
ノ
病
二
在
リ
テ
ハ
梢
ャ
見
ル
可
キ
モ
ノ
無
キ
ー
非
ズ
シ
テ
而
シ
テ
毫
モ
其
害
ア
ル
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
唯
ダ
小
官
ガ
考
案
二
拠
レ
バ
針
治
家

ニ
モ
多
少
ノ
流
派
ア
リ
テ
悉
ク
害
ナ
シ
ト
言
う
能
ハ
ズ
音
ダ
ニ
害
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
之
ヲ
治
法
二
用
ユ
ル
ヲ
禁
ズ
ル
モ
不
可
ナ
キ
モ
ノ
ァ

リ
、
今
其
有
害
ニ
シ
テ
決
シ
テ
採
用
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
流
派
卜
稻
ス
ル
モ
ノ
ハ
巨
大
ナ
ル
鉄
針
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
所
謂
鐵
針
家
（
或
ハ
之
ヲ

駿
河
流
卜
云
う
）
是
レ
ナ
リ
目
今
東
京
府
下
一
一
於
テ
斯
ノ
流
派
ヲ
修
ム
ル
モ
ノ
多
少
ア
ラ
ン
、
個
ハ
針
治
採
用
上
頗
ル
緊
要
の
一
点
ナ
リ
其
他

針
治
家
ニ
シ
テ
往
々
三
菱
針
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
用
ヰ
放
血
ヲ
行
フ
モ
ノ
ア
リ
、
以
上
ノ
ー
者
ハ
訓
盲
唖
院
二
於
テ
決
シ
テ
採
用
ス
可
カ
ラ
ザ
ル
ヲ

希
望
ス
反
之
他
ノ
金
又
ハ
銀
製
ノ
最
モ
細
針
（
勿
論
毫
針
ニ
モ
大
小
数
等
ア
リ
テ
病
症
ト
局
所
ト
ー
由
テ
選
用
ス
）
ヲ
用
ユ
ル
流
派
ノ
如
キ
ハ
盲
人

ヲ
シ
テ
之
ヲ
修
メ
シ
ム
ル
モ
害
ナ
キ
モ
ノ
ト
思
唯
ス
」

つ
ま
り
、
鍼
治
も
一
定
の
病
に
は
や
や
効
果
が
あ
り
、
し
か
も
害
が
な
い
。
巨
大
な
鉄
鍼
や
三
稜
鍼
を
使
用
す
る
こ
と
は
避
け
て
、
細
い

毫
鍼
を
使
用
す
る
な
ら
ば
盲
人
に
行
わ
せ
て
も
害
が
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
今
後
は
解
剖
学
、
生
理
学
、
病
理
学
な
ど
西
洋
医
学
に
基
づ
い
た

鍼
治
も
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
意
見
書
の
趣
意
は
鍼
術
を
容
認
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
基
調
に
明
治
四
四
年
（
一
九
二
）
八
月
一
四
日
の
内
務
省
令
第
二
号
「
鍼

術
灸
術
営
業
取
締
規
則
」
、
お
よ
び
昭
和
二
二
年
一
二
月
二
○
日
の
「
按
摩
、
鍼
、
灸
、
柔
道
整
復
等
営
業
法
」
（
現
在
の
「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー

ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
」
の
前
身
）
の
立
法
の
精
神
と
な
っ
て
い
る
。
現
行
法
で
は
、
第
二
条
「
．
：
（
前
略
）
：
．
、
文

部
大
臣
の
認
定
し
た
学
校
ま
た
は
厚
生
大
臣
の
認
定
し
た
養
成
施
設
に
お
い
て
、
解
剖
学
、
生
理
学
、
病
理
学
、
衛
生
学
、
そ
の
ほ
か
按
摩

マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
ま
た
は
き
ゅ
う
師
と
な
る
の
に
必
要
な
知
識
お
よ
び
技
能
を
修
得
し
た
者
で
あ
っ
て
、
…
（
後
略
）
…
」
と
規

定
さ
れ
、
現
代
日
本
に
お
け
る
鍼
灸
術
な
ど
が
進
む
べ
き
方
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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夫
れ
鍼
術
は
従
来
治
療
の
目
的
に
應
用
せ
し
良
法
に
し
て
、
和
漢
と
も
に
是
を
用
ひ
た
り
、
然
る
に
近
世
欧
米
諸
國
の
書
法
、
我
邦
に
行

は
る
蚤
に
及
び
、
鍼
治
を
主
張
す
る
者
大
い
に
其
數
を
減
じ
た
り
、
然
れ
ど
も
予
嘗
て
之
を
思
考
す
る
に
必
ず
し
も
無
効
の
も
の
と
爲
し
難

く
、
若
し
病
症
に
適
當
す
べ
き
地
位
を
撰
び
施
術
す
る
と
き
は
、
屡
ば
奏
効
を
見
る
な
り
、
而
し
て
其
効
を
奏
す
る
や
、
恐
ら
く
は
皮
下
組

織
中
に
頒
布
す
る
神
經
末
梢
に
機
械
的
の
刺
激
を
與
え
以
て
直
達
若
く
は
反
射
性
に
其
機
能
を
興
奮
せ
し
む
る
に
因
す
る
な
ら
ん
、
乃
ち
試

む
る
に
、
神
經
露
出
部
に
鍼
術
を
施
す
と
き
は
、
末
梢
頒
布
の
部
に
於
て
其
作
用
を
呈
す
る
を
認
む
、
之
を
以
て
是
を
察
す
る
と
き
は
、
鍼

術
効
用
の
理
由
は
恰
も
彼
電
氣
療
法
と
同
一
般
に
し
て
、
只
其
強
弱
度
を
異
に
す
る
の
み
と
す
。

又
此
鍼
術
を
以
て
吸
角
或
は
刺
戟
藥
塗
擦
法
の
如
く
、
誘
導
の
目
的
に
供
用
す
る
を
得
、
今
之
を
施
さ
ん
と
欲
せ
ば
宜
く
、
身
鵲
の
造
構
各

器
の
位
置
及
血
管
神
經
の
經
過
等
及
各
器
の
官
能
を
知
得
し
、
次
て
某
器
に
何
の
愛
化
あ
り
て
、
何
の
病
患
を
發
す
る
や
を
識
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、

明
治
一
八
年
二
八
八
五
）
五
月
、
医
事
新
聞
第
一
五
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
奥
村
三
策
（
一
八
六
四
’
一
九
一
二
）
の
次
の
論
文
は
興
味
深
い

内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
医
事
新
聞
掲
載
の
論
文
は
実
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
久
木
田
七
郎
著
『
鍼
術
指
南
』
の
巻
末

（
５
）

付
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

片
山
は
ほ
ぼ
一
年
を
か
け
て
研
究
し
、
意
見
害
を
ま
と
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
験
な
ど
を
行
っ
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

主
に
文
献
研
究
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
回
、
そ
の
意
見
書
の
内
容
に
極
め
て
類
似
の
内
容
を
も
つ
論
文
を
見
出
し
た
の
で
紹
介
す
る
。

「
偶
ま
東
京
大
學
に
於
て
、
按
腹
鍼
治
云
々
の
事
を
聞
く
、
依
て
叩
か
予
が
思
想
を
述
べ
、
同
術
諸
君
の
明
察
を
伺
ふ
。

鍼
術
論

三
、
奥
村
三
策
の
論
文

石
川
縣
奥
村
三
策
述
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若
し
之
を
知
ら
ず
し
て
狼
に
術
を
施
す
と
き
は
、
音
に
其
効
を
奏
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
て
危
害
を
誘
起
す
る
こ
と
あ
り
、
例
ば
之
を
頸

部
に
鍼
術
を
施
す
の
際
誤
て
迷
走
神
經
を
傷
う
と
き
は
呼
吸
筋
痙
箪
し
て
其
機
能
を
障
碍
し
、
又
上
喉
頭
神
經
を
侵
す
と
き
は
呼
吸
機
能
不

全
と
な
り
、
卒
に
窒
息
せ
ん
と
す
る
に
至
る
如
き
之
な
り
、
尚
上
記
の
諸
件
を
知
得
す
る
後
ち
、
術
を
適
當
の
病
症
に
施
す
と
き
は
、
其
効

を
奏
す
る
や
決
し
て
疑
を
容
れ
ず
、
実
に
良
法
の
一
と
な
す
も
豈
恥
ず
べ
き
の
理
あ
ら
ん
哉
、
故
に
諸
君
切
に
解
剖
學
、
生
理
學
及
病
理
學

等
を
熟
知
し
て
彼
是
相
研
究
し
且
之
を
実
地
に
験
し
、
然
る
後
ち
更
に
新
法
を
發
明
し
て
蕾
法
を
改
良
し
、
治
療
の
目
的
に
供
用
せ
ら
れ
ん

こ
と
を
糞
望
す
、
之
予
夙
に
思
考
す
る
所
な
り
と
雌
も
奈
何
せ
ん
、
眼
盲
ひ
且
不
才
な
る
を
以
て
、
十
餘
歳
の
久
し
き
を
經
る
も
其
目
的
を

達
す
る
克
は
ず
、
記
し
て
以
て
同
術
諸
彦
の
明
察
を
仰
ぎ
、
乞
は
ん
と
欲
す
。

但
前
述
せ
し
刺
鍼
は
全
長
二
寸
二
分
に
し
て
、
一
寸
六
分
を
鰐
内
に
刺
入
す
る
者
と
す
、
然
れ
ど
も
部
分
及
病
症
に
従
ふ
て
鉛
直
或
は
傾

斜
の
方
向
を
執
り
、
又
刺
入
の
深
淺
を
適
度
た
ら
し
む
く
し
。
」

類
似
点
を
箇
条
言
き
に
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

（
一
）
奥
村
韓
東
京
大
学
に
於
て
按
腹
、
鍼
治
云
々
の
事
を
聞
く
。
…

片
山
息
日
テ
元
東
京
大
学
の
命
一
一
因
り
叩
力
取
調
べ
ク
ル
所
ア
ル
ヲ
以
テ
…

（
二
）
奥
村
”
必
ず
し
も
無
効
の
も
の
と
爲
し
難
く
、
若
し
病
症
に
適
當
す
べ
き
地
位
を
撰
び
施
術
す
る
と
き
は
、
座
ぱ
奏
効
を
見
る
な
り
、

片
山
ｗ
針
治
モ
亦
一
定
ノ
病
二
在
リ
テ
ハ
梢
ャ
見
ル
可
キ
モ
ノ
無
キ
ー
非
ズ
シ
テ
而
シ
テ
毫
モ
其
害
ア
ル
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
…

（
三
）
奥
村
卵
之
を
施
さ
ん
と
欲
せ
ば
宜
く
、
身
鰐
の
造
構
各
器
の
位
置
及
血
管
神
經
の
經
過
等
及
各
器
の
官
能
を
知
得
し
、
次
て
某
器
に
何
の

愛
化
あ
り
て
、
何
の
病
患
を
發
す
る
や
を
識
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
．
：
（
中
略
）
…
、
解
剖
學
、
生
理
學
及
病
理
學
等
を
熟
知
し

片
山

之
ヲ
解
剖
二
尋
ネ
ズ
生
理
二
正
サ
ズ
又
之
ヲ
病
理
二
探
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ

て
…
（
後
略
）
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得
た
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

奥
村
三
策
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
、
加
賀
藩
士
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
失
明
し
、
七
歳
の
時
か
ら
按
摩
、
鍼
、
灸
、
西

（
６
）

洋
医
学
を
学
ん
だ
。
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
五
月
、
経
緯
は
分
か
ら
な
い
が
、
奥
村
は
前
出
論
文
を
医
事
新
聞
に
投
稿
し
た
。
そ
の
九
月

に
は
勉
学
の
志
に
燃
え
て
上
京
し
、
訓
盲
唖
院
（
前
出
の
訓
盲
院
が
改
称
）
に
入
学
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
学
識
の
広
さ
、
優
れ
た
技
術
の
ゆ

え
に
翌
月
、
按
摩
助
手
に
採
用
さ
れ
、
同
一
二
月
に
は
按
摩
教
授
と
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
は
当
時
、
鍼
術
を
除
外
し
て
按
摩

術
の
み
を
教
育
し
て
い
た
機
関
で
あ
っ
た
。

翌
年
（
一
八
八
六
）
、
矢
田
部
が
着
任
し
、
東
京
帝
国
大
学
に
質
問
状
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
一
時
中
止
し
て
い
た
鍼
術
に
つ

い
て
、
矢
田
部
が
質
問
状
を
提
出
す
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
は
、
奥
村
を
含
む
当
時
の
教
員
の
力
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
門
外
漢
の
矢
田
部
は
按
摩
術
だ
け
で
事
足
れ
り
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
鍼
術
を
復
活
し
た
い
と
い
う
教
員

か
ら
の
要
望
に
対
し
て
、
矢
田
部
は
疑
問
を
も
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
奥
村
ら
教
員
側
と
し
て
も
東
京
帝
国
大
学
か
ら
の
お
墨
付
き
を

矢
田
部
が
東
京
帝
国
大
学
に
質
問
状
を
提
出
し
た
の
は
、
そ
の
経
歴
か
ら
み
て
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
、
東
京
帝
国
大
学
に
お
い

て
按
腹
術
や
鍼
術
に
関
す
る
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
は
、
二
つ
の
史
料
よ
り
、
お
そ
ら
く
奥
村
か
ら
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
四
）
奥
村
茎
別
述
せ
し
刺
鍼
は
全
長
二
寸
二
分
に
し
て
、
一
寸
六
分
を
禮
内
に
刺
入
す
る
者
と
す

片
山
”
金
又
ハ
銀
製
ノ
最
モ
細
針
（
勿
論
毫
針
ニ
モ
大
小
数
等
ア
リ
テ
病
症
卜
局
所
ト
ー
由
テ
選
用
ス
）
ヲ
。
：

（
五
）
奥
村
唖
彼
是
相
研
究
し
且
之
を
実
地
に
験
し
、

片
山
》
之
ヲ
學
理
二
徴
シ
其
効
用
如
何
ヲ
窮
ム
ル
ノ
必
要
ナ
ル
ハ
言
ヲ
俟
タ
ザ
レ
ド
モ
。
：

以
上
の
よ
う
に
、
表
現
や
論
法
お
よ
び
記
述
の
順
序
に
は
異
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
主
要
な
箇
所
の
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

四
、
奥
村
三
策
と
そ
の
周
辺
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矢
田
部
の
在
任
中
、
奥
村
の
教
え
子
で
あ
っ
た
富
岡
兵
吉
二
八
六
九
’
一
九
二
五
）
が
、
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）
三
月
に
東
京
盲
唖
学

校
（
明
治
二
○
年
、
「
訓
盲
唖
院
」
を
改
称
）
を
卒
業
す
る
と
す
ぐ
に
、
東
京
帝
国
大
学
附
属
医
院
（
現
東
京
大
学
附
属
病
院
）
の
按
摩
方
（
マ
ッ

サ
ー
ジ
師
）
と
し
て
就
職
し
た
。
当
時
は
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
間
も
な
い
頃
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
近
代
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
が

誕
生
す
る
五
年
前
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
視
覚
障
害
者
で
あ
る
富
岡
が
第
一
号
の
病
院
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
と
な
っ
た
こ
と
は
さ
ら
に
驚
く
べ
き

ま
た
、
明
治
三
○
年
代
に
奥
村
ら
は
東
京
帝
国
大
学
内
科
教
授
三
浦
謹
之
助
の
鍼
の
実
験
研
究
の
術
者
と
し
て
協
力
し
、
三
浦
は
第
二

回
日
本
医
師
会
総
会
に
お
い
て
、
「
鍼
治
に
つ
い
て
」
と
い
う
発
表
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
奥
村
の
在
職
中
、
三
宅
や
三
浦
は
東
京
盲
唖
学
校
同

窓
会
に
呼
ば
れ
て
講
演
し
、
同
校
の
顧
問
医
師
に
も
な
っ
て
い
た
。

鍼
術
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

（
一
）
鍼
は
細
い
毫
鍼
を
用
い
、
一
定
の
病
に
は
効
果
が
あ
る
が
、
害
は
な
い
。
ま
た
、
盲
人
に
行
わ
せ
て
も
よ
い
。

（
二
）
今
後
は
解
剖
学
、
生
理
学
、
病
理
学
を
基
調
と
し
て
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
鍼
術
が
盲
教
育
課
程
に
復
活
し
た
根
拠
と
し
て
、
ま
た
、
そ
の
後
の
鍼
術
関
連
の
立
法
の
精
神
と
し
て
、
近
代
日
本

で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、

こ
と
で
あ
る
。

奥
村
、
矢
田
部
、

異
書
き
し
て
い
る
。

近
代
日
本
鍼
術
の
拠
り
所
は
、
東
京
盲
唖
学
校
か
ら
出
さ
れ
た
質
問
状
に
対
す
る
東
京
帝
国
大
学
か
ら
の
回
答
『
鍼
治
採
用
意
見
書
」
に

そ
し
て
、
意
見
言
の
趣
旨
を
導
き
出
す
に
あ
た
り
、
奥
村
三
策
の
医
事
新
聞
へ
の
投
稿
論
文
が
参
考
と
し
て
利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

五
、

結

一
Ｌ
１

丑
肛

一
室
口 三

宅
、
片
山
、
東
京
帝
国
大
学
の
つ
な
が
り
は
歴
史
に
埋
没
し
て
知
る
由
も
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
事
実
は
、
こ
れ
を
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【
引
用
・
参
考
文
献
】

（
二
束
京
盲
学
校
『
東
京
盲
学
校
六
十
年
史
」
、
二
六
’
一
二
三
頁
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
○
年
）

（
二
）
東
京
盲
学
校
室
束
京
盲
学
校
六
十
年
史
』
、
一
五
三
頁
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
○
年
）

（
三
）
長
尾
榮
一
、
他
「
教
員
練
習
科
前
史
」
、
筑
波
大
学
理
療
科
教
員
養
成
施
設
創
立
九
十
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
『
筑
波
大
学
理
療
科
教

員
養
成
施
設
創
立
九
十
年
誌
」
、
一
○
頁
、
一
九
九
三
（
平
成
五
年
）

（
四
）
東
京
盲
学
校
「
東
京
盲
学
校
六
十
年
史
」
、
一
六
九
’
一
七
○
頁
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
○
年
）
、

（
五
）
奥
村
三
策
「
鍼
術
論
」
、
久
木
田
七
郎
「
鍼
灸
指
南
」
二
七
’
二
九
頁
、
誠
之
堂
、
東
京
、
一
九
○
八
（
明
治
四
一
年
）

（
六
）
中
野
善
達
、
加
藤
康
昭
「
わ
が
国
特
殊
教
育
の
成
立
」
、
東
峰
書
房
、
一
九
六
七
（
昭
和
四
二
年
）

（
筑
波
大
学
理
療
科
教
員
養
成
施
設
）
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TheAuthenticationofModernJapaneseAcupucture

bvJunHAMADAandEiichiNAGAO

TheMeijiGovemmentthatmodernizedJapandecidedthedirectionwhichadoptedWesternmedicine

positivelyandeliminatedOrientalmedicine,andcarriedoutthepolicytoinhibitacupuncture(1874).

However,therewasnoconcretesystemuntill885,whentheMinistryofHomeAffairsissuedareport

toentrustthepermissionandsuperintendenceofacupuncturetoeachprefecture.

Ontheotherhand,moderneducationfortheblindwasbeguninvariouspartsofthecountryin1878,

andacupuncturewasadoptedasavocationalcourse.TheRakuzenkaiBlindSchoolbeganAnmaand

acupunctureinl881,butinl885acupuncturewasremovedfromthecurriculumandputunderthedirect

controloftheMinistryofEducation.ThePrincipaloftheSchool,RyokichiYatabe,haddoubtsabout

thisandsentaquestiontoTokyolmperialUniversity.

Theanswertoit(1887)wastorecognizeacupuncture,andthisrecognitionbecameanadmissionof

therevivalofacupunctureinthecourseofblindeducationandthebasisofthethoughtinlegislationfor

modernJapaneseacupuncture.

ThereisahighpossibilitythatthereplytoYatabewasinfluencedbythearticleofSansakuOkumura

(1864-1912),ablindmaninKanazawaCity,whichappearedinthel57thissueof"IjiShimbun"(1885).

（
「
Ｃ
）

〆
７
ｐ
境
、

の
【
、


